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１.創設の背景

3



創設の背景

「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律」（令和元年法律第３６
号）に係る法案審議における衆議院、参議院両院の付帯決議において、「労使、障害者
団体等が参画して、雇用施策と福祉施策の一体的展開の推進を審議できる体制を速やか

に整備し、制度の谷間で働く機会を得られない、又は必要な支援等がないために継
続して働くことができない等の障害者の置かれた現状を解消するため、通勤に係る
障害者への継続的な支援や、職場等における支援の在り方等の検討を開始すること」と
され、「2040年を展望した社会保障・働き方改革本部」の下の「障害者雇用・福祉連
携強化プロジェクトチーム」において検討が開始。

その中で、「就労能力や適性を客観的に評価し、可視化していく手法等が確立され
ていない」ことが現状の課題とされたところ、「障害者雇用・福祉施策の連携強化に

関する検討会報告書」（令和3年6月）においても、具体的検討の方向性として「福
祉・雇用それぞれのサービス体系におけるアセスメント（ニーズ把握、就労能力
や適性の評価）の仕組みを構築・機能強化」することがあげられました。

このような流れを受け、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
及び児童福祉法の一部を改正する法律（平成28年法律第65号。以下「障害者総合支援

法」という。）により、就労選択支援が創設され、新たなサービスとして令和7年
10月から実施されることとなります。
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＜厚労省：就労選択支援実施マニュアル＞より抜粋



・就労系サービスの利用を希望する障害者の就労能力や適性を客
観的に評価し、それを本人の就労に関する選択や具体的な支援内
容に活用する手法が確立されていないため、障害者の就労能力や
一般就労の可能性について、障害者本人や障害者を支援するもの
が十分に把握しきれておらず、適切なサービスにつなげられてい
ないのではないか。

・就労継続支援Ａ型・Ｂ型の利用が始まると、固定化しやすい。

・本人の立場に立ち、次のステップを促す支援者がいるかどうか
で、職業生活、人生が大きく左右される。

障害者就労支援の現状・課題
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＜厚労省：就労選択支援実施マニュアル＞より抜粋



参考：サービス種類ごとの利用者数の傾向
＜厚労省：課題共有カンファレンス2025資料＞より抜粋
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特に精神障害者の
就Ｂ利用が増加傾向



２.就労選択支援とは
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就労選択支援とは①

障害者本人が就労先・働き方について
より良い選択ができるよう、
就労アセスメントの手法を活用して、
本人の希望、就労能力や適性等に合った
選択を支援する新たなサービス

＜厚労省：就労選択支援実施マニュアル＞より抜粋
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就労選択支援とは②

働く力と意欲のある障害者に対して、障害者本人が自分の働き方を考える
ことをサポート（考える機会の提供含む）するとともに、
就労継続支援を利用しながら就労に関する知識や能力が向上した障害者に
は、本人の希望も重視しながら、就労移行支援の利用や一般就労等への選
択の機会を適切に提供する。

具体的には

①本人の強みや課題、特徴を本人と協同して整理し、自己理解を促すこと
②その過程や結果を通じて、本人が進路を選び、決めていくこと

「就労の可否を判断したり、どの就労系障害福祉サービスを利用するかの
振り分けを行うものではない」ということに留意が必要。
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＜厚労省：就労選択支援実施マニュアル＞より抜粋



就労選択支援とは③

本人と協同の上、 本人への情報提供等、作業場面等を活用した状況把握 ➡ 多機関連携に
よるケース会議 ➡ アセスメント結果を作成 アセスメント結果を本人へフィードバックし、
本人と一緒に将来の働き方などを考える ➡ 必要に応じて、事業者等との連絡調整を実施
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＜厚労省：就労選択支援実施マニュアル＞より抜粋

本人が主体的に働き方を選択できるよう
自己理解から進路選択までをサポート
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３.サービスの概要



対象者
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（※）ただし、以下の場合は就労移行支援事業所等による就労アセスメントを経て就労継続支援B型の利用が認められます。

・最も近い就労選択支援事業所であっても通所することが
困難である等、近隣に就労選択支援事業所がない場合

・利用可能な就労選択支援事業所が少なく、就労選択支援を
受けるまでに待機期間が生じる場合

サービス類型
新たに利用する意向が

ある障害者

既に利用しており支給決定の

更新の意向がある障害者

就労継続支援
Ｂ型

現行の就労アセスメント対象者（下記以外の者）
令和７年１０月から

原則利用（※）

希望に応じて利用

・50歳に達している者または障害基礎年金１級受給者

・就労経験あり

（就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般

企業に雇用されることが困難になった者）

希望に応じて利用

就労継続支援Ａ型
令和９年４月から

原則利用

就労移行支援 希望に応じて利用
令和９年４月から原則利用

※標準利用期間を超えて
更新を希望する者

就労選択
支援事業所

就労選択
支援事業所



支給決定について
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就労選択支援の支給決定期間・・・原則１か月

ただし、以下のケースに当てはまる場合は最長２か月利用可能

・自分自身に対して過小評価、過大評価を有していたり、自分自身の特性に対する知識等の不足等、進路に関する自己理解に
大きな課題があり、自己理解等の改善に向け、1か月以上の時間をかけた継続的な作業体験を行う必要がある場合。

・作業に対する集中力や体力の持続、意欲・作業態度の持続に加え、体調や精神面の安定等に課題があり、進路を確定するに
当たり、１か月以上の時間をかけた観察が必要な場合。

ケース１

支給期間：２か月 更新不可

ケース２

支給期間：１か月 ＋１か月の更新 最大1か月（1回）更新可能

上記要件に該当し、2か月で決定した場合

1か月で決定後、上記要件に該当するとして、さらに1か月更新する場合



特別支援学校の在学者について
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【参考】就労選択支援のアセスメントにおける作業観察

特別支援学校等の在学者も就労選択支援の利用が可能

・特別支援学校高等部の各学年で実施可能
・在学中に複数回の実施可能
・職場実習のタイミングでの実施可能

以下のような方法で実施が可能

就労選択支援を受けるために登校できない日の出欠の扱いについては、
校長の判断により「選抜のための学力検査の受検その他教育上特に必要な場合で、校長が出席
しなくてもよいと認めた日数」として「出席停止・忌引等の日数」に計上可能。

就労選択支援事業所に通所して行う作業を観察する 校内実習等の場面に就労選択支援事業所が出向いて、作業を観察する

就労選択支援事業所

利用者 支援員

学校

支援員

利用者
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みなし決定について

障がい児が、障がい者のみを対象とするサービスを利用する場合、１５歳以上18歳未満の障がい児で
あれば、児童相談所又は精神保健福祉センターの意見に基づき、障がい者とみなして決定します。

みなし決定障がい児の決定比較項目

利用できる
障害福祉サービス

申請者

利用者負担の
世帯の範囲

居宅介護、短期入所、同行援護、
行動援護、重度障害者包括支援

（障がい児の対象者要件を満たす必要があります）

保護者 本人

保護者及び保護者と同一の世帯に属する者
本人＋配偶者

（施設入所・療養介護については、保護者
及び保護者と同一の世帯に属するもの）

全てのサービス

（障がい児の対象者要件を満たす必要があります）

※障がい児として決定できる左記サービスを
併せて利用する場合、当該サービスについて
も障がい者とみなして決定します。



サービス利用開始に向けた手続きの流れ
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他の就労系サービスと同様の支給決定プロセス

区分認定は不要
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サービスの流れ（標準1か月）

17＜厚労省：就労選択支援実施マニュアル＞より抜粋

①～④を実施
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①作業場面等を活用した状況把握（アセスメント）

アセスメントは、個々の障害のある方のニーズに応じた働き方を検討することや
個々人の能力を最大限発揮するための環境を把握するために実施します。
実施内容は以下の通り。

面談 模擬的就労場面 標準化検査

職務分析 ワークサンプル 職場実習



ケース会議の構成機関
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多機関連携によるケース会議は、本人や家族、地域の関係機関とアセスメント結果
を共有し、就労選択支援利用後の適切な支援につなげていくための会議です。

特定指定
相談支援事業所

利用中の
障害福祉サービス

事業所等

利用者（保護者）
必要に応じてその家族

依頼先の
関係機関

②多機関連携によるケース会議

就労支援

・ハローワーク ・障害者就業生活支援センター
・地域障害者職業センター ・障害者職業能力開発校
・就労移行支援事業所 ・就労継続支援A型・B型事業所
・就労定着支援事業所 ・企業 等

地域生活

・福祉事業所 ・指定特定相談支援事業所
・医療機関 ・訪問看護ステーション
・社会福祉協議会 ・グループホーム
・ヘルパーステーション ・地域若者サポートステーション
・生活困窮者自立支援事業 ・児童相談所 等

行政・学校

・市町村 ・特別支援学校
・高等学校 ・大学
・専門学校 等

会議には本人の参加が必須。
対面での実施が困難である場合はテレビ電話装置等を活用した支援も可能。※
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③アセスメントシートの作成

アセスメントシートは作業場面等による状況把握（アセスメント）や本人、家族、
関係機関等から聴き取り、その他本人に関する情報等を総合的にまとめ、本人の
希望する就労支援を検討する際に活用します。

アセスメント

整理

本人や家族、関係機関等に
書面等をもって結果を伝える

※就労選択支援事業所は書面によって
確実に相談支援員に結果を伝える。

聴き取り

利用者や家族 関係機関

アセスメント
シート作成

※本人と協同で作成

就労選択支援事業所としての
所見（アセスメント情報から
言えることや仮説、考えられ
ること等）を記載。

・本人の現状
・強み
・課題
・特性
・配慮事項
・支援方法 等

□---
□---
□---
□---
□

利用者
支援員



参考：JEEDアセスメントシート
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④事業者等との連絡調整

就労選択支援事業所は、アセスメント結果を踏まえ、必要に応じて障害福祉サービス事業所、
指定特定相談支援事業所、公共職業安定所（ハローワーク）、障害者就業・生活支援センター、
教育機関、医療機関その他の関係機関との適切な支援の提供のために必要な連絡調整を行います。

・地域の社会資源等を把握し、
地域をアセスメントすること
が必要

①準備 ②情報を伝える ③継続的に状況を把握

・次につなげる事業者等に、
アセスメント結果等の情報
を伝える。

・事業者等にスムーズにつなぐ
ため、関係機関とのつながり
も必要。

・情報を伝える際は、就労選択
支援事業所の評価結果だけで
はなく、今後継続的に関わる
事業者等の立場になって、
事業者等が具体的な支援方法
を検討する際に参考になる
情報について説明できること
が望ましい。

サービス利用終了後も、本人
がどのような状況になってい
るか、関係機関とも連携して、
また、自身の支援を振り返っ
たり、地域の事業者等を知る
ことが大切。

＜主な事業者等＞

・指定特定相談支援事業所
・障害者就業・生活支援センター
・公共安定職業所（ハローワーク）
・企業 等

＜指定基準＞

「協議会への定期的な参加、公共職業
安定所への訪問等により、地域におけ
る就労支援に係る社会資源、雇用に関
する事例等に関する情報の収集に努め
るとともに、利用者に対して進路選択
に資する情報を提供するよう努めなけ
ればならない」



実施主体について
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就労選択支援事業者は、①就労移行支援又は就労継続支援に係る指定障害福祉サービス事業者であって、
過去３年以内に３人以上の利用者が新たに通常の事業所に雇用されたもの又は②その他のこれらと同等
の障害者に対する就労支援の経験及び実績を有すると都道府県が認める事業者と定められています。

・同一市町村内に就労選択支援事業所が存在しない場合、例えば就労移行支援又は就労継続支援に係る指定障害福祉サービス事業者で

あって、指定申請前の過去１０年間の任意の連続する３年間に合計３人以上の利用者が新たに通常の事業所に雇用されたものについ

ても、認定して差し支えないとなっている。

・また、就労移行支援事業所等の事業運営が３年に満たない場合であっても、就労移行支援事業所等の利用を経て新たに通常の事業所

に雇用されたものが合計３人以上いる場合には、指定就労選択支援の実施主体としての要件を満たしているとみなすことが可能です。

※上記要件による指定に関しては次期更新の際まで有効なものであり、指定更新時に必要となる要件については別途定められています。

①就労移行支援
事業所等 OR

・障害者就業・生活支援センター事業の受託法人
・自治体設置の就労支援センター又は障害者能力開発助成金による障害者職業能力開発訓練事業を行う機関

過去３年以内に３人以上
が一般就労へ移行

②障害者に対する就労支援の経験及び実績を有すると都道府県が認める事業者



配置基準について
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配置基準

要 件

管理者 就労選択支援員

１５：１以上（常勤換算方法により計算）
以下の場合、管理業務に支障がないときは、
他の職務を兼ねることができます。

原則専従

一体的に運営している生活介護事業所等に配置された以下の
常勤の従業者が、サービス提供に支障がない場合、兼務して
いる勤務時間を常勤換算上の勤務時間に参入することができ
ます。

①当該事業者のサービス管理責任者又は従業
者としての職務に従事する場合

②当該事業所以外の管理者又はサービス管理
責任者若しくは従業者としての職務に従事
する場合に、その時間帯も、当該事業所の
利用者へのサービス提供の場面等で生じる
事象を適時かつ適切に把握し、職員及び兼
務の一元的な管理・指揮命令を支障なく行
うことができ、また、事故発生時等の緊急
時の対応について、あらかじめ対応の流れ
を定め、必要に応じて管理者自身が速やか
に出勤できる場合

・職業指導員、生活支援員、就労移行支援員等の直接処遇に
係る職員

就労選択支援員養成研修修了者が行う。

※令和１０年３月３１日まで経過措置あり

・サービス管理責任者の配置は求められていません。

・短期間のサービスであるため、個別支援計画の作成は不要です。

・「協議会への定期的な参加、公共職業安定所への訪問等により、地域における就労支援に係る社会資源、雇用に関する事例等に関する
情報の収集に努めるとともに、利用者に対して進路選択に資する情報を提供するよう努めなければならない」と規定されています。
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基本報酬について

サービスを提供した場合、１日につき１,２１０単位を算定します

・指定基準第１７３条の７及び第１７３条の８第１項に定めるもののうち未実施の事項がある場合は
就労選択支援サービスを適切に提供しておらず、就労選択支援の基本報酬は算定できません。

・ただし、利用者の責めに帰すべき事由により未実施の事項がある場合には、実施できたところまで
基本報酬を算定して差し支えありません。

・障害者就業・生活支援センター
・公共職業安定所
・その他の関係機関

アセスメント結果等

指定基準第173条の７

アセスメント結果の
関係機関との連絡調整

指定基準第173条の8第1項

・アセスメント
・アセスメントシートの作成
・多機関連携ケース会議
・アセスメントシートの共有
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基本報酬について

利用者に対して、直接支援を行った場合に報酬算定の対象となります。

利用者の参加を伴わない場合は報酬対象としません。

関係機関との連絡調整のみ

利用者が同席する
多機関連携によるケース会議

企業訪問

利用者

利用者

企業

TEL
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参考：研修の案内
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特定事業所集中減算について

就労選択支援
事業所

移行率最高法人が
占める割合

当該サービスに係る
移行率最高法人に
つながった利用者数

当該サービスに
つながった利用者数

就労選択支援の利用終了後に就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型につながった件数を元に、
３サービスそれぞれが移行した人数が多い法人（＝「移行率最高法人」）が占める割合を計算し、
３サービスのうちいずれかが８０％を超えた場合に所定単位数から２００単位が減算されます。

３サービスのうち、１つでも８０％を超えれば減算となります。

A事業所５人 B事業所３人 C事業所２人

就労移行支援における移行率最高法人はA事業所 5÷10＝5
移行率最高法人が占める割合・・・50％

就労移行支援
へ移行

就労継続
A型へ移行

就労継続
B型へ移行

E事業所１人 F事業所１人

H事業所１人

１０人

１０人

１０人
３０人

３サービスに移行した人数 就労継続支援A型における移行率最高法人はD事業所 8÷10＝0.8
移行率最高法人が占める割合・・・80％

就労継続支援B型における移行率最高法人はG事業所 9÷10＝0.9
移行率最高法人が占める割合・・・90％

D事業所８人

G事業所９人

この場合、30人全員−200単位



４.就労系サービス等、
事業所への影響
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全体像：各機関の役割

30
＜厚労省：就労選択支援実施マニュアル＞より抜粋
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想定される相談経路

＜厚労省：就労選択支援実施マニュアル＞より抜粋



就労継続支援Ｂ型
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・令和７年10月からは就労選択支援事業者によるアセスメントにより、就労面の課題等を把握した上で就労継続支援Ｂ型
を利用することとしている。ただし、近隣に就労選択支援事業所がない場合や利用可能な就労選択支援事業所数が少なく、
就労選択支援を受けるまでに待機期間が生じる場合は、就労移行支援事業所等による就労アセスメントを経た就労継続支援
Ｂ型の利用を認めることとしている。

・サービス利用の定期的な見直しについて
令和７年10月以降は、就労継続支援Ｂ型を利用する中で、本人の就労に関する意向や知識、能力等に変化が見られる場合があり、

客観的なアセスメントを受けることが本人にとって就労に向けて効果的である場合があることから、計画相談支援を行う者等と連携し、
定期的に就労選択支援に関する情報提供を行うこと。

＜障障発０３３１第２号令和７年３月 31日就労移行支援事業、就労継続支援事業（Ａ型、B型）における留意事項について＞より抜粋

＜前文＞
令和７年10月１日より、障害者本人が就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用し
て、本人の希望、就労能力や適性等に合った選択を支援する就労選択支援が開始されます。就労移行支援事業や就労継続支援
事業（Ａ型、Ｂ型）においても、就労選択支援を適切にご活用いただき、利用者本人の希望や能力、適性等に応じた、就労に
必要な知識及び能力の向上に資するサービスの利用につながるよう御留意いただきますようお願いします。

障障発０３３１第２号 令和７年３月 31日
就労移行支援事業、就労継続支援事業（Ａ型、B型）における留意事項について
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就労移行支援事業所等によるアセスメントに
より、就労面に係る課題等の把握を行う

現 状

令和７年１０月～

就労継続支援B型の利用希望者（※以外）

・５０歳に達している者
・障害基礎年金１級受給者
・就労経験があり年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難になった者

※

就労継続支援B型の利用希望者（※以外）

原則、就労選択支援事業所によるアセスメン
トにより、就労面に係る課題等の把握を行う

就労継続支援B型の利用希望者（※）

既に利用しており支給決定の更新の意向がある者

希望に応じて、就労選択支援事業所を利用

就労継続支援B型の利用にあたって



就労継続支援Ａ型
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・令和７年10月から就労選択支援が開始されるが、当面の間は、就労継続支援Ａ型の利用に当たって就労選択支援を利用することは
必須ではない。そのため、公共職業安定所において、就労継続支援Ａ型の利用を希望する障害者から相談があった場合には、利用者に
対して必要な支援を速やかに行う観点から、就労選択支援を利用せずに公共職業安定所の判断で就労継続支援Ａ型の求人を紹介する場
合があることを市町村においても留意されたい。

・サービス利用の定期的な見直しについて
令和７年10月以降は、就労継続支援Ａ型を利用する中で、利用者本人の就労に関する意向や知識、能力等に変化が見られる場合が

あり、客観的なアセスメントを受けることが利用者本人にとって就労に向けて効果的である場合があることから、計画相談支援を行う
者等と連携し、定期的に就労選択支援に関する情報提供を行うこと。

＜障障発０３３１第２号令和７年３月 31日就労移行支援事業、就労継続支援事業（Ａ型、B型）における留意事項について＞より抜粋

＜前文＞
令和７年10月１日より、障害者本人が就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用し
て、本人の希望、就労能力や適性等に合った選択を支援する就労選択支援が開始されます。就労移行支援事業や就労継続支援
事業（Ａ型、Ｂ型）においても、就労選択支援を適切にご活用いただき、利用者本人の希望や能力、適性等に応じた、就労に
必要な知識及び能力の向上に資するサービスの利用につながるよう御留意いただきますようお願いします。

障障発０３３１第２号 令和７年３月 31日
就労移行支援事業、就労継続支援事業（Ａ型、B型）における留意事項について



35

暫定支給期間（2か月）アセスメント

現 状

令和７年１０月～

就労継続支援A型の利用希望者

就労継続支援A型の利用希望者

当面の間、就労継続支援A型の利用に当たって就労選択支援を利用することは必須ではありません。
公共職業安定所（ハローワーク）において、就労継続支援A型の利用を希望する障害者から相談があった場合には、利用者に対して必要な支援
を速やかに行う観点から、就労選択支援を利用せずに公共職業安定所の判断で就労継続支援A型の求人を紹介する場合があります。

希望に応じて、就労選択支援事業所を利用

就労継続支援A型の利用にあたって

令和９年４月～

就労継続支援A型の利用希望者

原則は、就労選択支援事業所を利用

（新たに就労継続支援A型利用する意向がある)

就労継続支援A型の利用希望者

公共職業
安定所

当面の間 相談

求人紹介



・令和７年10月以降は、就労移行支援を利用する中で、利用者本人の就労に関する意向や知識、能力等に
変化が見られる場合があり、客観的なアセスメントを受けることが利用者本人にとって就労に向けて効果
的である場合があることから、計画相談支援を行う者等と連携し、定期的に就労選択支援に関する情報提
供を行うこと。

＜障障発０３３１第２号令和７年３月 31日就労移行支援事業、就労継続支援事業（Ａ型、B型）における留意事項について＞より抜粋
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就労移行支援

＜前文＞
令和７年10月１日より、障害者本人が就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用し
て、本人の希望、就労能力や適性等に合った選択を支援する就労選択支援が開始されます。就労移行支援事業や就労継続支援
事業（Ａ型、Ｂ型）においても、就労選択支援を適切にご活用いただき、利用者本人の希望や能力、適性等に応じた、就労に
必要な知識及び能力の向上に資するサービスの利用につながるよう御留意いただきますようお願いします。

障障発０３３１第２号 令和７年３月 31日
就労移行支援事業、就労継続支援事業（Ａ型、B型）における留意事項について
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就労移行支援の利用にあたって

令和７年１０月～

就労移行支援の利用希望者

希望に応じて、就労選択支援事業所を利用

令和９年４月～

就労移行支援の利用希望者

原則、就労選択支援事業所を利用

標準利用期間（２年）を超えて、
就労移行支援の更新を希望する
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就労移行支援の標準利用期間について

就労移行支援は、サービスの長期化を回避するため、標準利用期間が設定されています。
また１年間の利用期間では、十分な成果が得られず、かつ、引き続きサービスを提供することによる改善効果が具体的
に見込まれる場合には、標準利用期間の範囲内で1年ごとに支給決定期間の更新が可能です。
なお、標準利用期間を超えて、さらにサービスの利用が必要な場合、市町村審査会の個別審査を経て、必要性が認め

られた場合に限り、最大１年間（原則１回）の更新が可能です。

令和９年３月まで

標準利用期間２年間 ＋最大１年間市町村審査会の個別審査を経て、
必要性が認められた場合

審査会

令和９年４月以降

標準利用期間２年間
就労選択支援による

アセスメント



（１）就労定着支援の円滑な利用について

職場への定着支援は、障害者が就労に伴う日常生活又は社会生活上の環境変化に対応していく上で重要であるだけでなく、その職場定
着の成果により共生社会の実現に資するものである。このため、一般就労を目指す障害者には、市町村又は相談支援員から、あらかじ
め就職後の就労定着支援サービスの利用について説明し、その目的や必要性等を障害者本人と共有することが重要である。

※生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援（以下「就労移行支援等」という。）を行う事業者は、就労移行支援等を利用
した後、①通常の事業所に新たに雇用された障害者の就労定着支援に係る利用の意向を確認するとともに、②当該障害者に就労定着支
援に係る利用の希望があるときは、職場定着のための支援の義務（・努力義務）期間である就職後６月経過するまでの間に就労定着支
援事業者、特定相談支援事業者その他関係機関との連絡調整に努めなければならないとされている。

＜障障発０３２９第６号令和６年３月２９日 就労定着支援の実施について＞より抜粋

（２）就労定着支援の趣旨

就労定着支援については、就労移行支援等の利用を経て、通常の事業所に新たに雇用され、就労移行支援等の職場定着のための支援
の義務（・努力義務）期間である６月を経過した後、引き続き就労の継続を図るために、企業、障害福祉サービス事業者、医療機関等
との連絡調整や就労に伴う環境変化により生じた日常生活又は社会生活上の課題解決等に向けて必要な支援を行う障害福祉サービスで
ある。

また、就労定着支援は通常の事業所で雇用された障害者を対象に行う障害福祉サービスであることから、就労定着支援事業者は障害
者の雇用の促進等に関する法律（昭和35 年法律第123 号。以下「障害者雇用促進法」という。）の基本理念についても理解した上で、
適切なサービスを提供することが望ましい。

障害者雇用促進法第４条の基本理念において、「障害者である労働者は、職業に従事する者としての自覚を持ち、自ら進んで、その
能力の開発及び向上を図り、有為な職業人として自立するように努めなければならない」と定められている。

これらを踏まえ、就労定着支援の個別支援計画においては、支援期間において、障害者の職業人としての自立に関する課題を明確に
した上で、課題を解決するための具体的な支援方針・内容を整理するとともに、例えば、当該企業における雇用管理の課題への対応、
障害者の疾病管理の課題に関する対応など、就業面や健康面の支援が必要である場合等においては、他の関係機関と連携して支援する
等、計画的に支援に取り組むことが重要である。
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就労定着支援



計画相談支援
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就労選択支援の利用前に、本人に対してサービス内容（目的や期間等）について、一時的な相談を受けた
関係機関から丁寧に説明を行います。また、サービス利用に伴い、サービス等利用計画案等の作成が必要
になるため、就労選択支援事業者と指定特定相談支援事業所は積極的に連携していくことが必要です。

令和７年１０月以降

就労系障害福祉サービスを利用する中で、利用者本人の就労に関する意向や知識、能力等に変化がみられる場合があり、
客観的なアセスメントを受けることが本人にとって就労に向けて効果的である場合があることから、令和７年１０月以降
は、計画相談支援を行う者等と連携し、定期的に就労選択支援に関する情報提供を行います。

特定指定
相談支援事業所

就労系障害福祉
サービス事業所連携

就労系障害福祉サービス
利用者

就労選択支援
に関する情報提供
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就労選択支援と計画相談支援との関係

サービス等利用計画（案）を作成

支給決定

サービス担当者会議実施後、サービス等利用計画を作成

指定特定相談支援事業所が就労選択支援事業所がアセスメントの結果の
作成にあたって開催する会議（多機関連携によるケース会議）に参加する
ことに加え、サービス提供場面を訪問するなどの算定用件を満たす場合は、

「サービス提供時モニタリング加算」を算定可

サービス等利用計画（案）を作成

支給決定

サービス担当者会議実施後、サービス等利用計画を作成

就
労
選
択
支
援
利
用
前

利

用

中

利

用

後

就労選択支援にはサービス管理責任者がいないため、指定相談支援
事業所は管理者又は就労選択支援員に必要な連絡を行います。



５.草加市での就労選択支援
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基本プロセス
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本人、家族
市

（障がい福祉課・こども政策課）
相談支援事業所 就労選択支援事業所

特別支援学校や相談支援事業所との相談 等

（特別支援学校在学者の場合）

市や相談支援事業所から就労選択支援事業所に連絡し、利用日程の調整を行います。

また、必要な情報提供を行います。

市に就労選択支援

サービス利用申請

就労選択支援の

支給決定

受給者証を交付

サービス等利用

計画（案）の提出

就労選択支援

事業所と契約

本人、家族から就労選択支援の利用希望があった際、市や相談支援事業所から

就労選択支援サービスの申請手続きについて案内します。

就労選択支援サービスを利用（標準利用期間１か月）

①作業場面等を活用した状況把握（アセスメント）を実施
就労選択支援事業所はアセスメントシート【JEED】（案）を作成

②多機関連携によるケース会議
本人、就労選択支援事業所の他に家族、相談支援専門員、市ケースワーカー、学校、ハローワーク、

障害者就業・生活支援センター、障害福祉サービス事業所などが参加

③就労選択支援事業所はアセスメントシート【JEED】を完成

④事業者等との連絡調整
必要に応じて関係機関との適切な支援の提供のために必要な連絡調整を実施

スケジュールシートを

作成し、関係者と共有

市から相談支援事業所にサービス等利用計画（案）の

作成を依頼

市ケースワーカーから本人や家族に対して聴き取り調査

進路選択 アセスメントシートを

本人、関係者に配布

児童相談所長の意見書の

依頼（18才未満の場合）

１
か
月
程
度

原
則
１
か
月

アセスメントシートを本人、関係者に共有し今後の支援に活用

※

卒
業
生
（
18

歳
未
満
）
の
方
は
み
な
し
給
付

の
事
務
処
理
の
都
合
上
、
２
カ
月
程
度

利用申請

サービス等利用計画（案）の提出

支給決定

★サービス利用開始

スケジュールシート共有

アセスメント等実施

アセスメントシート完成

見学・インテーク



アセスメントシート
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厚労省推奨の様式（JEED）を使用します



45

スケジュールシート

短期間で本人および関係機関と
協同でアセスメントシートを作成するため、
支援プロセスの共有が重要と考え、
スケジュールシートを使用することにしました。

就労選択支援事業所がスケジュールシート
を作成し、関係者へ共有

作成者：

利用者 保護者　※18歳未満の場合

支給決定期間

役割

1週目 2週目 3週目 4週目

予定日 備考

●月●日

●月●日

●月●日

●月●日

●月●日

●月●日 利用者都合で未実施

●月●日

●月●日

●月●日

●月●日

●月●日

●月●日

●月●日

●月●日

●月●日

●月●日

日時等

備考

内容

●●にて●●作業

本人と協同でアセスメントシート（案）作成

本人と協同でアセスメントシート（案）作成

本人と協同でアセスメントシート（案）作成

多機関ケース会議

本人へのフィードバック面談

本人と協同でアセスメントシート作成

本人と協同でアセスメントシート作成

●●にて●●作業

●●にて●●作業

参加者

●●事業所　　　●●氏

草加市役所●●課　●●氏

相談支援事業所●●　●●氏

●●特別支援学校　　●●氏

障害者就業・生活支援センター●●　　●●氏

ハローワーク　　●●氏

●●にて●●作業

●●にて●●作業

●●にて●●作業

●●にて●●作業

就労選択支援　スケジュールシート（1か月想定）

●月●日●●時

場所：●●事業所

関係機関

令和●年●月●日～令和●年●月●日

ハローワーク　　●●氏

●●事業所　　　●●氏

草加市役所●●課　●●氏

相談支援事業所●●　●●氏

●●特別支援学校　　●●氏

障害者就業・生活支援センター●●　　●●氏

事業所／担当者　等

本人と面談・基礎情報の把握、内容の説明

●●にて●●作業

①作業場面等を活用した状況把握（アセスメント）

②多機関連携によるケース会議

③アセスメントシートの作成

④事業者等との連絡調整

就労選択支援の内容、流れの説明／スケジュールの作成・共有／就労に関する情報提供等

就労選択支援事業所が完成したアセスメントシート
と支援実績が記載されたスケジュールシートを共有

サービス開始初期

サービス終期
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特別支援学校の
在学者について

学年 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

1年

2年

3年

高校２年の５月～７月頃の利用を原則とします

特別支援学校の在校生

卒業後、就労継続支援Ｂ型
の利用希望がある

卒業後、一般就労か福祉的
就労をするか悩んでいる

※各学年で複数回利用することは制度上可能ですが、利用希望がある場合とします。

対象者

卒業後、就労継続支援A型の
利用希望がある

必要に応じて利用

必要に応じて利用

原則利用 必要に応じて利用

サービス
申請

入学 保護者説明会
進路希望調査

必要に応じて利用

サービス
申請

※運用の都合上、利用期間を設定することにしました。状況に合わせて柔軟に対応していきます。
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特別支援学校の
在学者について

高校２年時（令和８年５月～７月頃）に実施予定

高校３年時（令和８年５月～７月頃）に実施予定

現在１年生（来年２年生）の対応

現在２年生（来年３年生）の対応

従来の直Bアセスメントを実施済み

現在３年生（令和８年３月卒業）の対応

原則、高校２年時の５月～７月頃に就労選択支援を利用するサイクルへ



質問集

Ｑ Ａ
就労選択支援は一度に２か月支給決定できますか。 原則1か月ですが、要件に当てはまれば最大２か月

の支給決定が可能。なお、その場合は更新すること
ができません。

就労選択支援と併給できないサービスはありますか。 明確に記載がある国の資料等はございません。
「報酬が重複しない利用形態であるならば、障害者の
自立を効果的に支援する観点から、市町村が支給
決定時にその必要性について適切に判断し、特に必
要と認める場合は併給を妨げないものとする。（事務
処理要領P75～P76より）」

就労選択支援はセルフプランでサービス利用できま
すか。

利用できます。セルフプランの場合は、就労選択支
援事業所は市町村等と積極的な連携を行いながら、
必要に応じて、依頼元の関係機関や、他の就労支援
機関等とも連携し、情報共有を行うこととされていま
す。

現在就労継続支援B型利用中の方が就労選択支援
を利用する場合、同一法人の就労選択支援は利用
できますか。

利用できません。ただし、近隣に別の法人が運営する
就労選択支援事業所や就労移行支援事業所がな
い場合、同一法人が運営する就労選択支援の利用
を認めることとされています。

就労継続支援B型を利用している障害者が就労選択
支援を同日に利用できますか。

利用できます。ただし、請求は一方しかできません。
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Ｑ Ａ
放課後等デイサービスを利用する障害児がアセスメ
ントのために就労選択支援を利用する場合、放課後
等デイサービスと就労選択支援の報酬を同日に算定
できますか。

算定できます。

就労選択支援事業所が利用者不在の多機関連携
によるケース会議を行った場合、基本報酬は算定で
きますか。

算定できません。
利用者の参加を伴わない場合は算定対象外です。

アセスメントの作成について、支給期間中に実施でき
ないものがある場合、基本報酬は算定できますか。

算定できません。ただし、利用者の責めに帰すべき事
由がある場合、実施できたところまで基本報酬を算定
できます。
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質問集



参考資料・通知等

・【通知】障障発0331第3号令和7年3月31日就労選択支援の実施について

・【資料】就労選択支援実施マニュアル

・【通知】「就労移行支援事業、就労継続支援事業（A型、B型）における留意事項について」の一部改正について

・【資料】就労系障害福祉サービスにおける職業的アセスメントハンドブック（令和2年度）

・【資料】改訂版・就労移行支援事業所による就労アセスメント実施マニュアル（令和2年度）

・【資料】就労支援のためのアセスメントシート＜ご案内＞ JEED（NIVR 障害者職業総合センター）
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